
平成２０年山鹿市規則第３５号 

 

山鹿市景観規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」とい

う。）及び山鹿市景観条例（平成２０年山鹿市条例第４７号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （山鹿市景観審議会） 

第２条 山鹿市景観審議会（以下「審議会」という。）は、次に掲げる事項につ

いて調査、審議等を行う。 

(1) 景観基本計画に関する事項 

(2) 景観計画に関する事項 

(3) 屋外広告物に関する事項 

(4) 景観まちづくり団体の認定に関する事項 

(5) 景観重要建造物、景観重要樹木、指定建造物及び重要生活景観要素に関す

る事項 

(6) 表彰に関する事項 

(7) 歴史的風致維持向上計画に関する事項 

(8) 前各号に掲げるもののほか、景観形成に関し市長が必要と認める事項 

２ 審議会に、会長及び副会長１人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定

める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

５ 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

６ 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がな

ければ、これを開くことができない。 

７ 審議会の議事は、出席した委員（臨時委員を含む。）の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

８ 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 

 （事前協議） 

第３条 条例第８条第１項の協議は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める書類を提出して行うものとする。 

 (1) 大規模建築物等届出地区 事前協議書（様式第１号）及び行為の種類に応

じて別表第１に定める図面 

 (2) 特定施設届出地区 事前協議書（様式第２号）及び行為の種類に応じて別

表第２に定める図面 

(3) 景観形成誘導地区 事前協議書（様式第３号）及び行為の種類に応じて別

表第３に定める図面 

別表、様式/様式第1号.doc
別表、様式/別表第1.doc
別表、様式/様式第2号.doc
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(4) 景観形成重点地区 事前協議書（様式第４号）及び行為の種類に応じて別

表第４に定める図面 

（行為の届出） 

第４条 法第１６条第１項及び条例第１２条第１項の規定による行為の届出は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとす

る。 

 (1) 大規模建築物等届出地区 大規模建築物等届出地区における行為の（変

更）届出書（様式第５号）及び次に掲げる書類 

ア 事前協議書（様式第１号）の写し 

イ 行為の種類に応じて別表第５に定める図面 

 (2) 特定施設届出地区 特定施設届出地区における行為の（変更）届出書（様

式第６号）及び次に掲げる書類 

ア 事前協議書（様式第２号）の写し 

イ 行為の種類に応じて別表第６に定める図面 

 (3) 景観形成誘導地区 景観形成誘導地区における行為の（変更）届出書（様

式第７号）及び次に掲げる書類 

ア 事前協議書（様式第３号）の写し 

イ 行為の種類に応じて別表第７に定める図面 

(4) 景観形成重点地区 景観形成重点地区における行為の（変更）届出書（様

式第８号）及び次に掲げる書類 

ア 事前協議書（様式第４号）の写し 

イ 行為の種類に応じて別表第８に定める図面 

２ 法第１６条第２項及び条例第１２条第２項の規定による行為の変更の届出は、

前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書に、当該各号に定める

図面のうち当該変更の内容を示すものを添えて提出するものとする。 

（規則で定める公共的団体） 

第５条 条例第１４条第２項の公共的団体は、次に掲げる団体とする。 

 (1) 地方住宅供給公社 

 (2) 地方道路公社 

 (3) 日本下水道事業団 

(4) 土地開発公社 

 (5) 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 (6) 独立行政法人国立病院機構 

 (7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

 (8) 独立行政法人水資源機構 

 (9) 独立行政法人都市再生機構 

 (10) 国立大学法人 

 (11) 公立大学法人 

 （勧告及び変更命令） 

第６条 法第１６条第３項及び条例第１２条第３項の規定による勧告は、勧告書
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（様式第９号）により行うものとする。 

２ 法第１７条第１項の規定による変更命令は、変更命令書（様式第１０号）に

より行うものとする。 

（適合通知） 

第７条 条例第１５条第１項の規定による通知は、適合通知書（様式第１１号）

により行うものとする。 

（完了届） 

第８条 条例第１６条の規定による届出は、完了届（様式第１２号）に配置図及

び完了後の状況を示す写真を添えて提出するものとする。 

 （団体規約の要件） 

第９条 条例第１８条第１項の規約要件は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 団体の目的、名称、活動地域、活動内容及び事務所の所在地 

 (2) 団体の構成員に関する事項並びに役員の定数、任期及び職務に関する事項 

 (3) 団体の会議に関する事項並びに会費及び会計に関する事項  

 （景観まちづくり団体の認定申請） 

第１０条 条例第１８条第３項の規定による申請は、次に掲げる書類（当該申請

に係る区域が景観形成誘導地区又は景観形成重点地区内であるときは、次に掲

げる書類及び当該区域に係る地区の代表者全員の同意書とする。）を提出して

行うものとする。 

(1) 景観まちづくり団体認定申請書（様式第１３号） 

(2) 団体規約 

(3) 団体の活動区域を示す図面で縮尺が１/２５００程度のもの 

(4) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類 

(5) その他市長が必要と認めるもの 

 （景観まちづくり団体の認定の通知等） 

第１１条 市長は、条例第１８条第３項の規定による申請があった場合において、

景観まちづくり団体の認定をしたときは、景観まちづくり団体認定通知書（様

式第１４号）により、申請者に通知する。 

２ 市長は、条例第１８条第１項の規定による認定をしたときは、その旨を告示

するものとする。 

（景観まちづくり団体の変更の届出） 

第１２条 条例第１８条第５項の規定による届出は、景観まちづくり団体変更届

（様式第１５号）を提出して行うものとする。 

 （認定景観まちづくり団体の認定の取消し） 

第１３条 市長は、条例第１９条の規定により認定景観まちづくり団体の認定を

取り消したときは、景観まちづくり団体認定取消通知書（様式第１６号）によ

り、速やかにその団体の代表者に通知する。 

 （景観形成誘導地区の指定等の提案） 

第１４条 条例第２０条第１項の規定により指定の提案をしようとする者は、次

に掲げる書類を提出しなければならない。 
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 (1) 景観形成誘導地区指定提案書（様式第１７号） 

 (2) 景観まちづくり団体認定通知書の写し 

 (3) 景観形成誘導地区に関係する地区の代表者全員の同意書 

 (4) 景観形成誘導地区の目的、区域、良好な景観の形成に関する方針（以下こ

の条及び次条において「方針」という。）及び行為の制限に関する事項を記

載した書類 

 (5) その他市長が必要と認めるもの 

２ 条例第２０条第３項において準用する同条第１項の規定により区域、方針又

は行為の制限に関する事項の変更又は解除の提案をしようとする者は、前項に

掲げる書類のうち、市長が指定する書類を提出しなければならない。 

 （景観形成重点地区の指定等の提案） 

第１５条 条例第２１条において準用する条例第２０条第１項の規定により指定

の提案をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

 (1) 景観形成重点地区指定提案書（様式第１８号） 

 (2) 景観まちづくり団体認定通知書の写し 

 (3) 景観形成重点地区に関係する地区の代表者全員の同意書 

 (4) 景観形成重点地区の目的、区域、方針及び行為の制限に関する事項を記載

した書類 

 (5) その他市長が必要と認めるもの 

２ 条例第２１条において準用する条例第２０条第１項の規定により区域、方針

又は行為の制限に関する事項の変更又は解除の提案をしようとする者は、前項

に掲げる書類のうち、市長が指定する書類を提出しなければならない。 

（景観重要建造物の指定の提案） 

第１６条 法第２０条第１項の規定により景観重要建造物の指定の提案をしよう

とする者は、景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省

令」という。）第７条に規定する図書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

 (1) 景観重要建造物指定提案書（様式第１９号） 

 (2) 景観重要建造物指定合意（同意）書（様式第２０号）及び合意し、又は同

意した者全員の印鑑証明書 

 (3) 土地及び建築物の登記簿謄本 

 (4) 配置図、平面図及び立面図 

 （景観重要建造物の通知等） 

第１７条 法第２１条第１項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書

（様式第２１号）により行うものとする。 

２ 法第２１条第２項の規定により設置する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、

公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

（景観重要樹木の指定の提案） 

第１８条 法第２９条第１項の規定により景観重要樹木の指定の提案をしようと

する者は、省令第１２条に規定する図書に、次に掲げる書類を添えて市長に提
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出しなければならない。 

 (1) 景観重要樹木指定提案書（様式第２２号） 

 (2) 景観重要樹木指定合意（同意）書（様式第２３号）及び合意し、又は同意

した者全員の印鑑証明書 

 (3) 土地の登記簿謄本 

 (4) 配置図 

（景観重要樹木の通知等） 

第１９条 法第３０条第１項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書（様

式第２４号）により行うものとする。 

２ 法第３０条第２項の規定により設置する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、

公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

（指定建造物の申請） 

第２０条 条例第２４条第２項の規定による申請に当たっては、あらかじめ、当

該建造物の所有者及び占有者（以下「所有者等」という。）全員の合意を要す

る。 

２ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

 (1) 指定建造物指定申請書（様式第２５号） 

 (2) 指定建造物指定合意書（様式第２６号）及び合意者全員の印鑑証明書 

 (3) 建築後５０年以上経過したことを証する書類 

 (4) 土地及び建築物の登記簿謄本 

 (5) 位置図、配置図、平面図及び立面図 

 (6) 現況写真 

（指定建造物の通知） 

第２１条 市長は、条例第２４条第１項の規定により指定建造物の指定をしたと

きは、指定建造物指定通知書（様式第２７号）により、申請者に通知する。 

（重要生活景観要素の申請） 

第２２条 条例第２５条第２項の規定により申請をしようとする者は、次に掲げ

る書類を提出しなければならない。 

 (1) 重要生活景観要素指定申請書（様式第２８号） 

 (2) 位置図、配置図、平面図又は立面図のうち必要なもの 

 (3) 現況写真 

（重要生活景観要素の通知） 

第２３条 市長は、条例第２５条第１項の規定により重要生活景観要素の指定を

したときは、重要生活景観要素指定通知書（様式第２９号）により、申請者に

通知する。 

（指定の解除の手続） 

第２４条 条例第２６条第３項において準用する条例第２４条第２項又は条例第

２５条第２項の規定により指定の解除の申請をしようとする者は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。 

 (1) 指定建造物の指定の解除 氏名、住所並びに当該指定建造物の名称、所在
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地及び指定番号並びに当該指定の解除を申請する理由を記載した書類並びに

所有者等全員が指定の解除に合意したことを証する書類 

 (2) 重要生活景観要素の指定の解除 氏名、住所並びに当該重要生活景観要素

の名称、所在地及び指定番号並びに当該指定の解除を申請する理由を記載し

た書類 

２ 市長は、条例第２６条第３項において準用する条例第２４条第２項又は条例

第２５条第２項の規定による指定の解除の申請があったときは、当該解除の適

否を決定し、その旨を申請者に通知する。 

（表彰） 

第２５条 市長は、条例第２７条第１項及び第２項の規定により表彰したときは、

市のホームページ等を活用して市民に広く周知するものとする。 

（助成等） 

第２６条 市長は、条例第２８条の規定による助成等の基準その他助成等に関し

必要な事項は、別に定める。 

（その他） 

第２７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 


